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日本におけるエンジニア倫理教育の変遷

上野 哲*１

The History of Engineering Ethics Education in Japan

Tetsu UENO

The purpose of this paper is to survey the history of engineering ethics education in Japan for about a decade.

We will find following two features as the history of engineering ethics in Japan: firstly, the engineering ethics

education was introduced in Japan by the government and the industrial world; and there was no interdisciplinary

cooperation for groping for how to teach it effectively, contrary to the United States case. We also propose that we

should make the best use of this trial and error for the research ethics education in Japan.
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1．はじめに

日本の高等教育機関でエンジニア倫理教育が

本格的に実施されるようになってからおよそ 15

年が経過した。この 15年間の特徴的な変化として、

①授業の名称として「工学倫理（技術倫理）」より

も「技術者倫理」が多く用いられるようになった、

②脱講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニ

ングの手法が教育方法として多く取り入れられる

ようになったという 2点があげられる。

筆者はこの 2 つの変化を肯定的に捉えている。

理由は、日本でエンジニア倫理教育を導入する際

にモデルにした米国のエンジニア倫理教育が目指

していたものに近づきつつあると思われるからで

ある。

しかし、なぜこの状態に辿り着くまでに 15年の

長い歳月を要したのだろうか。もっと早く現状の

レベルに達することは可能だったのではないか。

本稿の目的はその理由を探ることにある。

結論を先取りすれば、「日本の高等教育機関へ

のエンジニア倫理教育導入の要請は米国の場合と

は異なり、行政や産業界の主導によるものであっ

たこと」「エンジニア倫理教育の効果的な教育方法

について、学際的な連携を試みる取り組みがなさ

れなかったこと」に原因がある、というのが私見

である。

本稿ではこれらの理由の推論に加え、日本のエ

ンジニア倫理教育の導入期におこなわれた試行錯

誤を、今後の日本の高等教育機関における研究者

倫理教育を効果的なものにするために役立てる必

要性についても提言する。

２．日米の高等教育機関におけるエンジ
ニア倫理教育導入理由の相違

まず「日本の高等教育機関へのエンジニア倫理

教育導入の要請が、米国とは異なり行政や産業界

の主導によるものであったこと」について論じる

必要がある。結果的にこの「出発点の相違」は、

日米のエンジニア倫理教育の必要性に対する「情

熱」の濃淡の差となって現れたといえる。

日本のエンジニア倫理教育は米国をモデルに
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したにもかかわらず、その導入 機には 本的な

違いがある。 的にいえば、米国のエンジニア倫

理教育発 の原 となったのは 的 者や

用者としての 者の に対する 的 義

の の を におく 的 点であっ

たのに対して、日本の場合は行政や産業界の主導

によるものであった 1。

知のように、日本の高等教育機関におけるエ

ンジニア倫理教育の本格的な導入の要因は、

E （アジア ）で国際的に 用する

技術者の が になったことにある。

1 年の 1 E 業 での

提 を りに、 E エンジニア 定 に、

的に 定された技術者教育 グラ の と

教育、実 経 や倫理 定の な があげ

られた。 の 、 産業 、科学技術 、

経 界関 者、工学 学 によるエンジニア教

育 の 立 （ 1 年 ）、 日 本

ET ccreditation oard for Engineering and

Technology 米国工学技術教育 定 を目指

し、技術者教育 グラ の 定をおこなう

ための J EE（日本技術者教育 定機 ）の 立

（1 年）、科学技術 が した技術者 格

連 の提言を けておこなわれた技術

法の （2 1年）のいずれもが、政 や産業界

主導によるものであった。

導入の の相違は、エンジニア倫理教育の方

法論の相違にもつながっている。

米国のエンジニア倫理教育は、 一 界

後の米国 での 化 ・ ・高 ・

テ の な発達と、それに う

や ラー に対する な の

加により、技術者 の倫理と 業経 の方 性

との間に を じた技術者た が、 の

学 の を えて技術者の 識高 を目的に、

1 2年にE D（Engineers ouncil for rofessional

Development 1 年に ETに発 ）を 立した

に見られるように、「 先の理 を のよ

うに実現できるか」に 点をおいている。

実際、E Dが 1 年に 定した技術者 に

は「 に関 を 、その特 な知識を の

のために用いるようにすることが義 であ

る」と に関する 言が されているが、

1 年に された では「技術者は らの

業的義 を 行する際に、一般 の 、

と に 高の関 を う きである」という

合に、「 」から「 先」に を変

えている。

それ え、米国のエンジニア倫理教育は、その

目的を「技術の実 に関わる倫理的な を

にかつ 的に する能 の育 」「その の

結果を にして、 な の間の ラン を取

りながら、倫理的な を行い、 のため

の を し、理性的で論理的な を す

ことのできる 的 性の 発」2 においてい

る。そのため、教育 の では「モラル

を すること」「倫理上の を 識すること」

「 的な技 を ばすこと」「 を き出す

こと」「 一 さと さを すること」ができ

るようにすることが され 、 に「特定の

を教え こと」「教 的 （倫理

な ）を に み こと」「倫理学上の理論

のみを教え こと」「倫理学や 用倫理学の

のみを教え こと」「 を に（しようと）

すること」は けられ ばならないとされている

。

したがって教育方法も、 ー やディ

ンによって、技術者としての 業上の

倫理的 の を したり、 や状

との関わりの での から行 の指 を探すこ

とを試みるようなやり方が導入された 5。

誤 を れずに言うならば、エンジニア倫理教

育導入の理由が米国の場合は、「科学者や技術者の

役 が、 的な教 ・研究者の役 から、政

の方 定者や の ー ーにまで し

たこと」をエンジニア が し、さらに「一

般 も科学や の に対して 的に行

できるようになり、 の行 について

を い、 できるようになったこと」にある

のに対し、日本の場合は J EE 対 な 、とり

あえずエンジニア倫理教育を導入しなければ、一

の工学 高等教育機関とは められなくなる

れが じるという、いわば「 を つ」ために

導入された があるといえるのではないだろう

か。

．エンジニア倫理教育に る
の

エンジニア倫理教育の導入期において、効果的

な教育方法について関連 野の研究者による学際

的な連携を試みる取り組みがなされなかったこと
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が、日本のエンジニア倫理教育の方法論研究が

に められなかった原因となっていることにも

言 しなければならない。

日本では早いところではすでに2 年 月から

期 の本格的な工学倫理関連授業が され

ていたが、この導入期に実際に授業を した者

は、主に工学 の教 、高等教育機関に

ずに一般 業等に する（した）エンジニア、

そして倫理学の研究者（倫理学者）、の 者であっ

た。

これら 者のう 、工学 の教 は多くの

高等教育機関で ーディ ー ー役に する ー

が多かった。すなわ 、 ら 授業をす て

するというよりは、 （た ）の ク

ンを に かし、現役のエンジニアや 業

を アしたエンジニア、さらには 学 の倫

理学 教 等に、 間ずつの授業 を

し、結果的にエンジニア倫理教育が さえる き

を ニ で実現する方法をとった。

この方法はエンジニア倫理に関する多 な論

点をそれ れの が り げて授業をおこな

えるという点では効果的であったが、一方で 期

の授業 のつながりや関連性、連 性を に

する者が関 者の で という状態を み

出し、教育目 を達 できたか うかを 的に

することが であるという も えてい

た。

現役のエンジニアや アしたエンジニアも

の 点を えていた。 らには実際に長く「現

場」を経 してきたという みがあり、 アルな

を学 に提 できる 点をもっていたが、そ

の一方で授業が論理性や 性に け、 に

まる が く、 の に現れる 点

を倫理学の原理等を用いて し、学 に の

として えさ るために 的・ 的な

点で一般化することが でない があった。

ただ、授業 者を は工学 の教

にあり、工学という学 の性 上実学 の

らは、倫理学の原理の 用法には長けていてもエ

ンジニアとしての実 経 が の倫理学者より

は、たとえ学 的 性に ける授業をしても、

な経 をもつ（ ）エンジニアの うを倫理

学者よりも だ（ も まれたのは、 手 業

で長年エンジニアとしての経 を だ後、研究

者に して工学 の教 となった者である）。

実際、多くの高等教育機関のエンジニア倫理教

育の授業で、倫理学者は の授業で、倫理学の

主要原理として義 論と 主義について 2

講義するという役 に まった。

ところで、導入 期の倫理学者によるエンジニ

ア倫理教育への対 には きな 点があったと、

筆者は えている。

1 年 に、科学技術の発 に い、 の倫

理の 組みでは できない な 的 が

じ（ えば、「 での の は

がとるのか」「 を の と める きか」「

ン ー の の は こまで められ

る きなのか」「技術者が 発な 研究に関

わることは される きか」な ）、その の

が倫理学者に期 されたことで、「 用倫理

学」という が たに まれた。しかし の

倫理学界の の多くは、この「 用倫理学」を

学 として めようとしなかった。理由は「

科学に対して「高 性」を特徴とする「哲学」

が、「倫理学」において に 科学よりも「

」となっているという一 の 現 」 は

できない、というものである。 的に言えば、

の主 にしか づいていない 的な 態の

をあれこれ言うのは やテレ （ジ ー

）の役 であり、 性や 理を 究

する学者の役 ではない、ということである。

こうした論 の は きかった。実際、 用

倫理学 野の研究で の学 が授 された

の ー は 2 年であり、また科学研究 請の

目にはいまだに「 用倫理学」の 野はない。

早い で「倫理学者がエンジニア倫理教育に

的に関わる きだ」と主 した 手研究者も

かながらいたが、 らの論 も、倫理学者が

す きこととして「倫理学理論の な につ

いての 達」「倫理的義 と義 上の行 との

き」「 技術者の や義 は うある きかと

いう いや、技術者・ 技術者 方を だ

に関する い」 にしか言 しておらず、

的な のレベルに まってしまった。

さらに、教育方法の であるはずの教育学

野の研究者も、教 倫理教育の方法論研究の

発を試みた一 の教育哲学研究者 を けば、エ

ンジニア倫理教育の教育方法論 のための研究

に関わることはなかった。

2
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．日本のエンジニア倫理教育の

上 したような、「 り 」に近い経 を経た

が、現 、 いにも日本のエンジニア倫理教育は、

モデルにした米国のエンジニア倫理教育に近づき

つつあると言える。

で たように、授業の名称として「工学

倫理（技術倫理）」よりも「技術者倫理」が多く用

いられるようになっているが、これはエンジニア

倫理教育の特性が、より 倫理教育の を

くしていることの現れだと言える。

言すれば、「技術の倫理」が を対

としていたのに対して、「技術者の倫理」は技術者

という に特 な倫理的 に 定している。

わかりやすく「 エ ル ー 用」を に用いれ

ば、「 学や原 発 な に をも

たらす要 と、 な に をもたらす

要 の 方を つ エ ル ーに関する技術

を として う う きか」という「技術の倫

理」 よりも、「 の原 発 の

がす て に した場合には な が

じるが、す て に することな めて

い でしか こらないにもかかわらず、

な をかけて、 がす て した場

合の の を っておく きか」1 という「技

術者の倫理（技術者として のように し行

することが、 としての もベ ーな倫理的

になるか、を える）」を授業で ンに う

ようになってきている。

これは、日本の技術者による多くの が

2 年 に らかになったことで（ えば、2 2

年の 原発 しや し

、2 5年の 産 化 デー

や一 による な ）、

論が である技術者により の を

めるようになったことと 関 ではないだろう。

さらに、この 15年間のもう一つの変化として脱

講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニング

の手法が教育方法として多く取り入れられるよう

になったことがあげられる。

2 年 1 月に された 教育 学

科 （ 1 ）で「 学に期 される取り組み」

として、「学 の 機 けを りつつ、 方 型の

学 を するため、講義そのものを あるも

のにするとともに、 を 多 な教育方

法を 的に取り入れる。学 の主 的・能 的

な学 を き出す教授法を し、 えば、学

加型授業、 ・ 学 、 ・探 学

な を取り入れる」11 ことが提言されたこともあ

り、エンジニア倫理教育にかかわらず、高 を

高等教育機関におけるあら る授業において、

に ればはるかに多くの 方 型授業が取

り入れられるようになった。

えば、筆者も取り組 でいる ー

を用いた技術者倫理教育 12 は2 年 の ばか

ら研究が まっていたが 1 、実際の教育方法とし

て近年 なくない高等教育機関で実 されるよう

になってきている。

．お に

ここまで、日本におけるエンジニア倫理教育の

変 を してきた。

日本のエンジニア倫理教育導入期の特徴とし

て、①日本の高等教育機関へのエンジニア倫理教

育導入の要請が、米国とは異なり行政や産業界の

主導によるものであったこと、②エンジニア倫理

教育の効果的な教育方法について、学際的な連携

を試みる取り組みがなされなかったこと、をあげ

た。

また現状の日本のエンジニア倫理教育の特徴

として、 「技術の倫理（技術の倫理 に関する

）」よりも「技術者のための倫理（技術者とい

う の倫理的 に関する ）」に教育の

が っていること、 的な教育方法として、

脱講義型・脱知識注入型のアクティブ・ラーニン

グの手法が多く取り入れられるようになっている

こと、をあげた。

日本のエンジニア倫理教育の導入過 は必ず

しも合理的であったとは言い いが、この過 に

おける試行錯誤や は、後発の 倫理

教育の 実のために役立た ることができるとい

う では ではなかったといえる。

しかし、現 日本で導入されつつある「研究者

倫理教育」は、エンジニア倫理教育導入 の の

をそのまま しているように筆者には思わ

れる。

年 の場合、日本の研究者倫理教育として、

科学 ・ 学間連携 教育推 業「研究

者育 のための行 教育の 化と教育

テ の 国 」で されている

4 上野　哲
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( lla a i i i al ai i i ia i )

a a ジ ク の -ラーニング グラ が

用されているので、この教 ・教育方法を

において論じてみたい。

上 の指 に らし合わ て日本の現状の研

究者倫理教育の特徴について るなら、①

科学 な 国の行政機関が、科学研究 業

や科学技術 機 の研究 の際の必

として、研究者に「研究者倫理教育」の 講を

めていること（「上」からの導入）、②研究者倫

理教育の教 に教育学者は と かかわっ

ておらず、倫理学者も かしかかかわっていない

（しかもその と が 倫理学の研究者であ

る）こと、 「研究の倫理」より「研究者の倫理」

に 点を てている点は できる一方で、 と

も関連するが、 的に研究者としての

の倫理的 の を える機 は なので、

「研究者の倫理とは か」を えられるようには

なれても、「倫理的に行 できる研究者」としての

を 的に さ るきっかけがないこと

（ 近な だが、 えば 国 の が

m と知らない ラ ーに「 の

は mだよ」と教えることは

に効果があるかもしれないが、 が

mであることを知っているにもかかわらず、

「 の しもつけ」 の長い を m

で ばす ラ ーに「 は m だよ」

と教えても、アク ルを めるきっかけにはなら

ないことと じ）、 講義型・知識注入型の な

一方 行の学 態であること、ということが言

える。

言すれば、倫理的な が きないようにす

るための「 倫理」ではなく、倫理的な が

きた に を取ら る「 倫理」（「あなた

は研究者倫理教育を けたよ 。だから 知らな

かった とは言わ ないよ。わかってやっている

だから だよ 。 を 用します」とい

うように）の教育に まっている。

一方で、 知のように 学 を対 にした米

国の研究者倫理教育は、現状の日本でおこなわれ

ているような 態ではない。

ー ティー ングが主 で、 の教

も え、学 と教 が一 におこなうディ

ンを に、 アルな を用いた倫理的

レーニングを ンにしたものになってい

る。授業 間 も えば、 間の授業を

、 （ ー レ ジ「研究倫理」

ー ）、 間 の ンを 、

（ ルニア 学 ンディエ 「倫

理と ル ル」 ー ）、 間の

ンを一 月に 、 （ ーグ

学「 ル ルと倫理」）と、 な 間

が されている 1 。

今後、日本の研究者倫理教育の教育方法論は試

行錯誤を経て されていくと思われ、また高

の本科上 や 科 に対して導入されること

は必 であろう。この教育方法論の効果的な

に、日本のエンジニア倫理教育がこの 年間試

行錯誤した な を いに かすことが、

筆者を 技術者倫理教育に関わってきた研究者

の の である。

1 上野哲 技術者倫理教育の と 倫理学研究

No.1 pp.22-2 2

野 技術者倫理教育 その必要性、目的、方法、

日本の科学者 ol. No.1 p.12 2

harles E. Harris, Jr. ichael S. ritchard ichael J.

abins Engineering Ethics: oncepts and ases. Second

Edition. pp.1 -21, elmont 2

野 p.12

ibid.

一 用倫理と 用倫理学、あるいは、 用倫

理学は 用倫理に のように関わるのか 用倫理学研

究 No. p.ii 2

哲 哲学者が工学倫理教育に を出す理由

・ ・科学技術倫理研究 No. p.2 2 2 1

2 2 年 科学研究 研究

「教 倫理教育の指導法、 法、なら に指

導者 に関する研究」

野 野 技術 pp.1-2

1

1 ラン エン の 科学技術と

をつな p.12 f. NTT出 2

11 http: www.me t.go.jp b menu shingi chukyo chukyo gijiro

ku 121 .htm（ アク 日 2 15年 月 22日）

1 上野哲 科「技術者倫理」授業への ー

の導入 高 教育 No. pp. - 2 15

1 場 ・ 野 ・ ・ ・ ・

本 2 5 2 年 科学研究 研究

「 ー ・ を用いた技術倫理教授法と

教育 果 定手法の 発」

4

5日本におけるエンジニア倫理教育の変遷
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1 米国における 学 け研究倫理教育

ー の 名 高等教育研究 No. pp.121-12 2

6 上野　哲

【受理年月日　　２０１５年 ９月３０日】




